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令和３年度 第１回 愛西市行政不服審査会 会議録（概要） 

会 議 名 令和３年度 第１回 愛西市行政不服審査会 

開 催 日 時 令和３年８月 27日（金） 午前９時 30分から午前 10時 00 分まで 

開 催 場 所 愛西市役所 北館 ３階 災害対策本部兼会議室２ 

出 席 者 

（委員） 

会長：杦田 勝彦、職務代理：安 清、 

浅井 裕久、飯田 十志博 

（事務局） 

鷲尾 和彦、丹羽 弘秋、牛田 雄貴 

欠 席 者 （委員）弓削 恵 

協議事項等 
（１）行政不服審査会の事務について 

（２）その他 

公開／非公開の別 公開 

非公開の理由 ― 

傍聴人の数 ０人 

会 議 資 料 

次  第 

資料１ 審査請求のしかた～新しい行政不服審査制度のあらまし～（冊子） 

資料２ 審査請求手続きの流れ 

審 議 経 過 別紙のとおり 
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審 議 経 過 

発言者 内容（概要） 
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会長 
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会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

１．開会 

それでは、定刻になりましたので、ただ今より、愛西市行政不服審査会

を開催させていただきます。 

まず、「愛西市審議会等の会議公開に関する要綱」に基づく本日の会議の

公開については、「審査会の行う調査審議」の案件がありませんので、全面

公開とさせていただき、ホームページで開催案内したところ、傍聴の希望

者は、ありませんでした。 

それでは、議事に入らせていただきます。 

愛西市行政不服審査会条例第６条第２項の規定により、審査会において

は、会長が議長を務めることとなっておりますので、今後の進行につきま

しては、杦田会長にお願いしたいと存じます。 

それでは、杦田会長、よろしくお願いします。 

 

それでは、会議を進行させていただきますが、はじめに一言ごあいさつ

申し上げます。 

（杦田会長あいさつ） 

それでは、お手元の会議次第に沿って議事を進めてまいります。 

 

２．議事（１）「行政不服審査会の事務について」 

事務局より説明をお願いします。 

 

（資料を基に、審査請求手続きの流れについて事務局より説明） 

 

ただいま、事務局より説明がありましたが、委員の方からご意見やご質

問がありましたらお願いいたします。 

 

（意見・質問なし） 

 

ご説明いただいたが、なかなかイメージがわかないものである。 

情報公開審査会では、実際に数件であるが諮問があり、審議を行ったと

ころであるが、実際にやってみないとわからない部分もあると思う。 

今後、案件があった場合については、一度は委員全員で審議を行いたい

と考える。 

 

議事（２）その他 

事務局から説明してください。 

 

現在、審査請求がなされそうな案件等はありませんが、審査請求に関す

る動きがあれば、早目にご連絡をさせていただきます。 



- 3 - 

 

会長 

 

 

３．閉会 

それでは、以上をもちまして、令和３年度 第１回 愛西市行政不服審査

会を閉会いたします。 

ありがとうございました。 

 

 


